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諮問第２号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  東 田 宏 昭 

 



 

‐２‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和６年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 



 

‐３‐ 

諮問第３号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  讃 岐 尚 芳 

 



 

‐４‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和６年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 



‐５‐ 

諮問第４号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  半 川 朋 斎 

 



‐６‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和６年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 



‐７‐ 

諮問第５号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  神 原 正 英 

 



‐８‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和６年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 

 



‐９‐ 

諮問第６号 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

住 所  東広島市 

氏 名  平 田 博 之 

 



‐１０‐ 

（提案理由） 

人権擁護委員の任期が令和６年６月３０日をもって満了するため、当該委員の候

補者として法務大臣に推薦することについて、議会の意見を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

 人権擁護委員法 

第６条 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民

で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事

業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、

青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団

体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者

を推薦しなければならない。 

 

 

 



‐１１‐ 

同意案第７号 

 

農業委員会委員の任命の同意について 

 

 東広島市農業委員会委員に次の者を任命することについて、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

 住 所  東広島市 

 氏 名  大 月 靖 規 

 



‐１２‐ 

 （提案理由） 

 東広島市農業委員会委員大月みどり氏が令和５年１１月３０日をもって辞任した

ため、その後任の委員の任命について、議会の同意を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 農業委員会等に関する法律 

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する

事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことが

できる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 

 



 

‐１３‐ 

議案第８号 

 

   東広島市都市交通マスタープランの改定について 

 

 東広島市都市交通マスタープランを別冊のとおり改定することについて、東広島

市議会基本条例（平成２５年東広島市条例第１２号）第１４条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



 

‐１４‐ 

 （提案理由） 

 都市づくりと交通施策等とを一体的な取組として、総合的に調和のとれた交通施

策を体系的に実施していくため、本市における総合的な交通施策の基本方針として

定めた東広島市都市交通マスタープランを改定することについて、議会の議決を求

めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市議会基本条例 

第１４条 地方自治法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市

長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明

性の高い市政の運営に資するため、次に掲げるものとする。 

(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画、施策事業等の策定お

よび変更に関わるもので別に定めるもの 

 



‐１５‐ 

議案第９号 

 

   第３期東広島市教育振興基本計画の策定について 

 

 第３期東広島市教育振興基本計画を別冊のとおり策定することについて、東広島

市議会基本条例（平成２５年東広島市条例第１２号）第１４条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    



‐１６‐ 

 （提案理由） 

 本市の豊かな自然環境及び歴史・文化遺産、大学をはじめとする多くの学術研究

機関並びに豊富な人材を生かした本市ならではの教育施策をより一層推進するた

め、第３期東広島市教育振興基本計画を策定することについて、議会の議決を求め

るものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 東広島市議会基本条例 

第１４条 地方自治法第９６条第２項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市

長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明

性の高い市政の運営に資するため、次に掲げるものとする。 

 (2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画、施策事業等の策定お

よび変更に関わるもので別に定めるもの 



‐１７‐ 

議案第１０号 

 

   市道の路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、次の路線を市

道として認定するため、議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德   

 

路 線 名 起    点 終    点 
重要な 

経過地 

寺家南６８号線 
東広島市西条町寺家字尾

形７９１２番２７地先 

東広島市西条町寺家字尾

形７９１２番２８地先 
 

下 見 ５ ５ 号 線 
東広島市西条町下見４３

２８番４地先 

東広島市西条町下見４３

２８番２１地先 
 

田口東５７号線 
東広島市西条町田口字東

子２９１２番３地先 

東広島市西条町田口字東

子２９２０番１３地先 
 

田口東５８号線 
東広島市西条町田口字西

中郷１４１９番３地先 

東広島市西条町田口字西

中郷１４１９番８地先 
 

御 薗 宇 東 

８ ４ 号 線 

東広島市西条町御薗宇字

東竜王山１０８１９番１

地先 

東広島市西条町御薗宇字

東竜王山１０８１７番７

地先 

 

御 薗 宇 東 

８ ５ 号 線 

東広島市西条町御薗宇字

上神田６２１４番１２地

先 

東広島市西条町御薗宇字

上神田６２１４番２２地

先 

 

御 薗 宇 西 

６ ２ 号 線 

東広島市鏡山三丁目２７

５５番２４地先 

東広島市鏡山三丁目２７

５５番３１地先 
 

米満東１５号線 
東広島市八本松町米満字

関前６０５番９地先 

東広島市八本松町米満字

関前６０５番２１地先 
 

八本松３０号線 
東広島市八本松町原９３

８９番１３地先 

東広島市八本松町原９３

７５番２４地先 
 

上 組 ２ ５ 号 線 
東広島市八本松町飯田字

梶久７７６番１３地先 

東広島市八本松町飯田字

梶久７７５番２地先 
 

中 組 ６ ７ 号 線 
東広島市八本松飯田八丁

目９１６番２０地先 

東広島市八本松飯田八丁

目９１６番５地先 
 

 東広島市八本松町宗吉字 東広島市八本松町飯田字  
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宗吉北８号線 三反田１１８０番２２地

先 

八本松５９番１１地先 
 

高屋西１７号線 
東広島市高屋町高屋東２

１９８番１地先 

東広島市高屋町高屋東２

１９６番６地先 
 

郷 ５ ８ 号 線 
東広島市高屋町郷２３６

番５地先 

東広島市高屋町郷２２５

番３２地先 
 

西高屋駅南北線 
東広島市高屋町中島４４

２番３２地先 

東広島市高屋町中島６５

２番１４地先 
 

造 賀 河 戸 線 
東広島市高屋町造賀２８

２７番１１地先 

東広島市河内町戸野字下

野６７１８番３地先 
 

小 松 原 大 芝 線 
東広島市安芸津町小松原

字池ケ原６番１地先 

東広島市安芸津町風早字

大芝１０６６８番３地先 
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（提案理由） 

住宅団地内の道路、新設道路及び農道の管理の見直しを行った当該農道を市道と

して認定するため、議会の議決を求めるものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

道路法 

第８条 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１１号 

 

   委託契約の変更について 

 

 令和３年２月２６日議決第２５号により議決を経た西高屋駅南北自由通路等工事

委託に関する基本協定を次のとおり変更することについて、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１２５号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

「３ 契約金額 １３億２,０２９万５,０００円」を「３ 契約金額 １４億

７,３６３万２,０００円」に改める。 
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 （提案理由） 

 西高屋駅南北自由通路等工事委託に関する基本協定について、工事の内容の一部

を変更する必要が生じたため、委託契約金額を変更することについて、議会の議決

を求めるものである。 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 
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議案第１２号 

 

   東広島市工場立地法地域準則条例の制定について 

 

 東広島市工場立地法地域準則条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市工場立地法地域準則条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和３４年法律第２４号。以下「法」とい

う。）第４条の２第１項の規定に基づき、法第４条第１項の規定により公表され

た準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

（区域） 

第３条 法第４条の２第１項に規定する他の準則によることとすることが適切であ

ると認められる区域は、本市の区域のうち、次に掲げるものとする。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の準工業地域

（以下「準工業地域」という。） 

(2) 都市計画法第８条第１項第１号の工業地域及び工業専用地域並びに同号に規

定する用途地域の定めのない地域（以下「工業地域等」という。） 

（緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合） 

第４条 前条各号に掲げる区域の緑地の面積の敷地面積に対する割合（以下この条

及び第６条において「緑地面積率」という。）及び環境施設の面積の敷地面積に

対する割合（以下この条において「環境施設面積率」という。）は、次の表のと

おりとする。 
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区 域 緑地面積率 環境施設面積率 

準工業地域 １００分の１０以上 １００分の１５以上 

工業地域等 １００分の５以上 １００分の１０以上 

（敷地が２以上の区域にわたる場合の適用） 

第５条 特定工場の敷地が準工業地域、工業地域等又はこれらの区域以外の区域の

うち、２以上の区域にわたる場合における前条の規定の適用については、当該敷

地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合（以下この条に

おいて「敷地割合」という。）につき、準工業地域又は工業地域等の敷地割合が

最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る前条の表の規定を当該敷地

の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には

同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。 

（建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合） 

第６条 準工業地域及び工業地域等における緑地面積率の算定において、工場立地

法施行規則（昭和４９年大蔵省令・厚生省令・農林省令・通商産業省令・運輸省

令第１号）第４条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第１号トに

掲げる施設と重複する土地及び同令第３条に規定する建築物屋上等緑化施設につ

いては、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の１００分の５０の割合を超え

て緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。 

（本市に隣接する地方公共団体の長との協議） 

第７条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけ

るこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定

める。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 昭和４９年６月２８日に設置され、又は設置のための工事が行われている特定

工場において、生産施設の面積の変更（生産施設の面積の減少を除く。）が行わ

れるときは、第４条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立

地に関する準則（平成１０年大蔵省告示・厚生省告示・農林水産省告示・通商産

業省告示・運輸省告示第１号。以下「法準則」という。）備考１の二及び三並び

に３の規定の例による。この場合において、法準則備考１の二中「０.２」とあ

るのは同条の表準工業地域の項の規定が適用される場合にあっては「０.１」
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と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合にあっては「０.０５」と、法

準則備考１の三中「０.２５」とあるのは同表準工業地域の項の規定が適用され

る場合にあっては「０.１５」と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合

にあっては「０.１」と、法準則備考３の一中「０.２」とあるのは同表準工業地

域の項の規定が適用される場合にあっては「０.１」と、同表工業地域等の項の

規定が適用される場合にあっては「０.０５」と、法準則備考３の二中「０.２

５」とあるのは同表準工業地域の項の規定が適用される場合にあっては「０.１

５」と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合にあっては「０.１」と読

み替えるものとする。 
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（提案理由） 

 産業用地を効率的に活用し、市内の産業の活性化を図ることを目的として、工場

立地法に規定する緑地面積率等を緩和するための準則を定めるため、この条例案を

提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

工場立地法 

第４条の２ 市町村（－略－）は、当該市町村の区域のうちに、その自然的、社会

的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割

合に関する事項（以下この条において「緑地面積率等」という。）に係る前条第

１項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によること

とすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地

面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第１項の規定に

より公表された準則に代えて適用すべき準則（－略－）を定めることができる。 
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議案第１３号 

 

   東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する条例の一部改正について 

 

 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条

例（平成２７年東広島市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の２号を加える。 

 (6) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利用事務

をいう。 

 (7) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報をいう。 

 第４条第１項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事

務」に改め、同条第２項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号

利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に

改め、同条第４項中「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報又は特定個人

情報」に改め、同条第５項中「第２項」の右に「の規定による利用特定個人情報の

利用」を加え、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報又は特定個人情

報」に改める。 

 別表第２中「法別表第１」を「法別表」に改める。 

   附 則 
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 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から施行す

る。 
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 （提案理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、用語の定義を定めるとともに、同法を引

用している規定について所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するもの

である。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

第９条  

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会

保障、地方税（－略－）又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定め

るものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的

に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

－略－ 

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提

供をしてはならない。 

 (11) 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の

他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供する

とき。 
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議案第１４号 

 

職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

第１６条第３項中「第３条第２項」の右に「、第３項若しくは第４項」を加え

る。 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４９年東広島市条例第１３号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第５号中「保育所及び認定こども園に勤務する職員」を「保育所又は認

定こども園に勤務する保育士、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭であって保

育業務に従事するもの」に改める。 

第７条中「保育所及び認定こども園に勤務する職員」を「保育所又は認定こど

も園に勤務する保育士、幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭であって保育業務

に従事するもの」に改め、「まで」の右に「を標準として市長が定める時間」を

加える。 

第１１条第１項第２号中「午前８時３０分から午後５時１５分までを」を削

る。 

（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 
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第３条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年東広島市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

第８条の３第１項中「第３条第２項」の右に「、第３項若しくは第４項」を加

える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることを可能とするに当たり、関係条例

における勤務時間の割振りに係る規定その他所要の規定の整備を行うため、この条

例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第２４条 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 
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議案第１５号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

 東広島市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市手数料条例（平成１２年東広島市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第３号中「もののほか、建築基準法」を「事務以外の建築基準法又は建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）」に改める。 

第５条第２項中「及び第３号」を削り、「建築基準法に基づく事務」の右に「、

同条第３号に規定する同法又は建築基準法施行令に基づく事務」を加え、「建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律」に改める。 

別表第１の１の項中「第１２０条第１項」の右に「、第１２０条の２第１項」を

加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しく

は一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同表７の項中「事務」の右に「

又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを

閲覧に供する事務」を加え、同項単位の欄中「書類」の右に「又は届書等情報の内

容を表示したもの」を加え、同項を同表９の項とし、同表６の項を同表８の項と

し、同表５の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「事項の証明書の交付」の右

に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交

付」を加え、同項を同表７の項とし、同表４の項を同表５の項とし、同項の次に次

のように加える。 
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６ 戸籍法第１２０条の３第２

項の規定に基づく除籍電子証

明書提供用識別符号の発行（

情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律第７条

第１項の規定により同法第６

条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法によ

り除籍電子証明書提供用識別

符号の発行を行う場合（当該

発行に係る除籍電子証明書の

請求が同項の規定により同項

に規定する電子情報処理組織

を使用する方法により行われ

た場合に限る。）における当

該発行及び除籍電子証明書提

供用識別符号の発行に係る除

籍電子証明書の請求を行う者

が同時に当該除籍電子証明書

が証明する事項と同一の事項

を証明する除かれた戸籍の謄

本若しくは抄本又は除籍証明

書の請求を行う場合における

当該発行を除く。） 

除籍電子証明書提供用 

識別符号発行手数料 

除籍電子証 

明書提供用

識別符号１

件につき 

７００円 

別表第１の３の項中「第１２０条第１項」の右に「、第１２０条の２第１項」を

加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同項を同表４の項と

し、同表２の項の次に次のように加える。 

３ 戸籍法第１２０条の３第２

項の規定に基づく戸籍電子証

明書提供用識別符号の発行（

情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第７

条第１項の規定により同法第

６条第１項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法（

総務省令で定めるものに限

る。以下この表において同

じ。）により戸籍電子証明書

提供用識別符号の発行を行う

場合（当該発行に係る戸籍電

子証明書の請求が同条第１項

の規定により同項に規定する

電子情報処理組織を使用する

方法により行われた場合に限

る。）における当該発行及び 

戸籍電子証明書提供用

識別符号発行手数料 

戸籍電子証

明書提供用

識別符号１

件につき 

４００円 



‐３４‐ 

戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行に係る戸籍電子証明

書の請求を行う者が同時に当

該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する

戸籍の謄本若しくは抄本又は

戸籍証明書の請求を行う場合

における当該発行を除く。） 

   

別表第２の２中５７の項を５９の項とし、５２の項から５６の項までを２項ずつ

繰り下げ、５１の項の次に次のように加える。 

52 建築基準法第86

条の7第1項及び建

築基準法施行令第

137条の12第6項の

規定に基づく既存

建築物について大

規模の修繕又は大

規模の模様替の工

事を行う場合にお

ける建築物の敷地

と道路との関係に

関する制限の適用

除外に係る認定の

申請に対する審査 

既存建築物

について大

規模の修繕

又は大規模

の模様替の

工事を行う

場合の建築

物の敷地と

道路との関

係に関する

制限の適用

除外に係る

認定申請手

数料 

申請１

件につ

き 

 27,000 円 

53 建築基準法第86

条の7第1項及び建

築基準法施行令第

137条の12第7項の

規定に基づく既存

建築物について大

規模の修繕又は大

規模の模様替の工

事を行う場合にお

ける道路内におけ

る建築に関する制

限の適用除外に係

る認定の申請に対

する審査 

既存建築物

について大

規模の修繕

又は大規模

の模様替の

工事を行う

場合の道路

内における

建築に関す

る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

申請１

件につ

き 

 27,000 円 

別表第３の６０の項及び６０の２の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同

表６０の３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同表６1

の項及び６１の２の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表６１の３の項中

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネル
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ギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同表６２の項中「建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律」に改め、同表７０の項中「１,１８０,０００円」を「１,４５０,

０００円」に、「１,４１０,０００円」を「１,７２０,０００円」に、「１,５９

０,０００円」を「１,９２０,０００円」に、「１,９５０,０００円」を「２,３６

０,０００円」に、「２,２７０,０００円」を「２,７４０,０００円」に、「４,５

５０,０００円」を「５,６４０,０００円」に、「５,８２０,０００円」を「７,２

４０,０００円」に、「７,０７０,０００円」を「８,７９０,０００円」に改め、

同表８９の項を次のように改める。 

89 高圧ガス保安法

第 5 条第 1 項第 1

号に該当する者（

移動式製造設備の

みを使用して高圧

ガスを製造する者

に限る。）に係る

高圧ガスの製造の

許可の申請に対す

る審査 

 

高圧ガス製

造許可申請

手数料(移

動式製造設

備のみを使

用して高圧

ガスを製造

する者に限

る。) 

 

申請１ 

件につ 

き 

許可に係

る高圧ガ

スの製造

に使用す

る移動式

製造設備

について

液化石油

ガスの保

安の確保

及び取引

の適正化

に関する

法律（昭

和 42 年

法 律 第

149 号）

第 37 条

の 4 第 1

項の許可

を要しな

い場合 

処理容積が100立方メ

ートル以上200立方メ

ートル未満の設備 

7,400 円 

処理容積が200立方メ

ートル以上1,000立方

メートル未満の設備 

11,000 円 

処理容積が1,000立方

メートル以上5,000立

方メートル未満の設備 

13,000 円 

処理容積が5,000立方

メートル以上25,000立

方メートル未満の設備 

16,000 円 

処理容積が25,000立方

メートル以上100,000

立方メートル未満の設

備 

21,000 円 

処理容積が100,000立

方メートル以上500,00

0立方メートル未満の

設備 

27,000 円 

処理容積が500,000立

方メートル以上1,000,

000立方メートル未満

の設備 

44,000 円 

処理容積が1,000,000

立方メートル以上5,00

0,000立方メートル未

満の設備 

60,000 円 

処理容積が5,000,000

立方メートル以上10,0

00,000立方メートル未

満の設備 

75,000 円 

処理容積が10,000,000

立方メートル以上の設

備 

91,000 円 

許可に係  6,000 円 
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   る高圧ガ

スの製造

に使用す

る移動式

製造設備

について

液化石油

ガスの保

安の確保

及び取引

の適正化

に関する

法 律 第

37 条の 4

第 1 項の

許可を要

する場合 

  

 別表第３の９６の項中「（昭和４２年法律第１４９号）」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から

施行する。 

 (1) 別表第１の改正規定 令和６年３月１日 

 (2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和６年４月１日 

２ 改正後の別表第３の７０の項及び８９の項の規定は、前項第２号に掲げる規定

の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請

に係る手数料については、なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号）及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、新た

に徴収する手数料を定め、手数料の額を改定し、並びにその他所要の規定の整備を

行うとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律

第５３号）及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２

８年国土交通省令第５号）の一部改正によりこれらの法令の題名が改正されたこと

に伴い、これらの法令を引用している規定の整理を行うため、この条例案を提出す

るものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一

して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務（以下本項

において「標準事務」という。）について手数料を徴収する場合においては、当

該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数

料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 
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議案第１６号 

 

   東広島市介護保険条例の一部改正について 

 

 東広島市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

   東広島市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市介護保険条例（平成１２年東広島市条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の２の次に次の１条を加える。 

（保健福祉事業） 

第１条の３ 市は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４９に規定する保健福祉事業（次項において「保健福祉事業」とい

う。）として、被保険者が要介護状態等（法第２条第１項に規定する要介護状態

等をいう。以下この項において同じ。）となることを予防するために、被保険者

の交流の機会の提供に係る支援を行い、介護予防（要介護状態等となることの予

防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止をいう。）に係る相談、情報の提

供、助言その他の援助を行う事業を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定

める。 

第２条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に、「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」を

「法」に改め、同項第１号中「３万４,２００円」を「２万９,４８４円」に改

め、同項第２号中「４万４,４６０円」を「４万４,３８８円」に改め、同項第３

号中「５万１,３００円」を「４万４,７１２円」に改め、同項第４号中「５万８,
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１４０円」を「５万５,０８０円」に改め、同項第５号中「６万８,４００円」を

「６万４,８００円」に改め、同項第６号中「８万２,０８０円」を「７万７,７６

０円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ又は第

１２号イ」に改め、同項第７号中「８万８,９２０円」を「８万４,２４０円」に

改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号

イ」に改め、同項第８号中「１０万２,６００円」を「９万７,２００円」に改

め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」

に改め、同項第９号中「１１万６,２８０円」を「１１万１６０円」に改め、同号

イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同項第１

０号中「１２万３,１２０円」を「１１万７,９３６円」に改め、同号ア中「６２

０万円未満」を「５２０万円未満」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の右に

「、次号イ又は第１２号イ」を加え、同項第１１号中「１２万９,９６０円」を「

１２万９,６００円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第１０号の次に次の

２号を加える。 

(11) 次のいずれかに該当する者 １２万１,５００円 

  ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満であり、かつ、前各号のい 

   ずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ 

   る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第 

   １項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除 

   く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １２万８,６２８円 

  ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満であり、かつ、前各号のい 

   ずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ 

   る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第 

   １項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第２条第２項中「２万５２０円」を「１万８,４６８円」に改め、同条第３項中

「２万５２０円」を「１万８,４６８円」に、「３万４,２００円」を「３万１,４

２８円」に改め、同条第４項中「２万５２０円」を「１万８,４６８円」に、「４
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万７,８８０円」を「４万４,３８８円」に改める。 

第４条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第

１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

第１１条第２項中「介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１７

条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護」を「法第８条第２３項第１号に

規定するサービス」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和５年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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（提案理由） 

被保険者が要介護状態等となることを予防するために実施している事業のうち、

一部の事業の位置付けを変更するとともに、介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）の一部改正に伴う介護保険の第１号被保険者に係る保険料の所得区分の

見直し等に合わせて、令和６年度から令和８年度までの各年度の保険料等の改定そ

の他所要の規定の整理を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 

 

介護保険法 

第１２９条 

２ 前項の保険料は、第１号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定め

るところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 
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議案第１７号 

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市国民健康保険税条例（昭和４９年東広島市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第１項中「１００分の６.６２」を「１００分の７.３」に改める。 

 第４条中「２万７,９５０円」を「３万１,２６１円」に改める。 

 第５条第１号中「１万８,２９４円」を「２万１８６円」に改め、同条第２号中

「９,１４７円」を「１万９３円」に改め、同条第３号中「１万３,７２０円」を「

１万５,１３９円」に改める。 

 第６条中「１００分の２.４４」を「１００分の２.７９」に改める。 

 第７条中「１万２８８円」を「１万１,６０１円」に改める。 

 第８条第１号中「６,５６３円」を「７,４９１円」に改め、同条第２号中「３,

２８１円」を「３,７４５円」に改め、同条第３号中「４,９２２円」を「５,６１

８円」に改める。 

 第９条中「１００分の２.０７」を「１００分の２.０９」に改める。 

 第１０条中「１万６０５円」を「１万７０９円」に改める。 

 第１１条中「５,１８２円」を「５,２４７円」に改める。 

 第２４条第１項中「第２８条」を「第３０条」に、「市長に前条第１項」を「市

長に同項」に改める。 

 第２５条第１項第１号ア中「１万９,５６５円」を「２万１,８８３円」に改め、
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同号イ(ｱ)中「１万２,８０６円」を「１万４,１３１円」に改め、同号イ(ｲ)中「

６,４０３円」を「７,０６６円」に改め、同号イ(ｳ)中「９,６０４円」を「１万５

９８円」に改め、同号ウ中「７,２０２円」を「８,１２１円」に改め、同号エ(ｱ)

中「４,５９５円」を「５,２４４円」に改め、同号エ(ｲ)中「２,２９７円」を「

２,６２２円」に改め、同号エ(ｳ)中「３,４４６円」を「３,９３３円」に改め、同

号オ中「７,４２４円」を「７,４９７円」に改め、同号カ中「３,６２８円」を「

３,６７３円」に改め、同項第２号ア中「１万３,９７５円」を「１万５,６３１

円」に改め、同号イ(ｱ)中「９,１４７円」を「１万９３円」に改め、同号イ(ｲ)中

「４,５７４円」を「５,０４７円」に改め、同号イ(ｳ)中「６,８６０円」を「７,

５７０円」に改め、同号ウ中「５,１４４円」を「５,８０１円」に改め、同号エ

(ｱ)中「３,２８２円」を「３,７４６円」に改め、同号エ(ｲ)中「１,６４１円」を

「１,８７３円」に改め、同号エ(ｳ)中「２,４６１円」を「２,８０９円」に改め、

同号オ中「５,３０３円」を「５,３５５円」に改め、同号カ中「２,５９１円」を

「２,６２４円」に改め、同項第３号ア中「５,５９０円」を「６,２５３円」に改

め、同号イ(ｱ)中「３,６５９円」を「４,０３８円」に改め、同号イ(ｲ)中「１,８

３０円」を「２,０１９円」に改め、同号イ(ｳ)中「２,７４４円」を「３,０２８

円」に改め、同号ウ中「２,０５８円」を「２,３２１円」に改め、同号エ(ｱ)中「

１,３１３円」を「１,４９９円」に改め、同号エ(ｲ)中「６５７円」を「７４９

円」に改め、同号エ(ｳ)中「９８５円」を「１,１２４円」に改め、同号オ中「２,

１２１円」を「２,１４２円」に改め、同号カ中「１,０３７円」を「１,０５０

円」に改め、同条第２項第１号ア中「４,１９３円」を「４,６８９円」に改め、同

号イ中「６,９８８円」を「７,８１５円」に改め、同号ウ中「１万１,１８０円」

を「１万２,５０４円」に改め、同号エ中「１万３,９７５円」を「１万５,６３１

円」に改め、同項第２号ア中「１,５４３円」を「１,７４０円」に改め、同号イ中

「２,５７２円」を「２,９００円」に改め、同号ウ中「４,１１５円」を「４,６４

０円」に改め、同号エ中「５,１４４円」を「５,８０１円」に改める。 

 第２９条を第３１条とし、同条に見出しとして「（東広島市税条例との関係）」

を付する。 

 第２８条の前の見出しを削り、同条を第３０条とし、同条の前に見出しとして「

（国民健康保険税の納税通知書）」を付する。 
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 第２７条を第２９条とする。 

第２６条の３の次に次の２条を加える。 

（国民健康保険税の納税管理人） 

第２７条 国民健康保険税の納税義務者は、市内に住所又は居所を有しない場合に

おいては、市の区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所（以下この項におい

て「住所等」という。）を有する者（個人にあつては、独立の生計を営むものに

限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から１０日

以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市の区域外に住所等を有する者（

個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一切の事

項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管

理人承認申請書を市長に同日から１０日以内に提出してその承認を受けなければ

ならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申

告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、

また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から１０日を経過した

日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る国民健康

保険税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定

を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該

申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１０日以

内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（国民健康保険税の納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第２８条 前条第２項の認定を受けていない国民健康保険税の納税義務者で同条第

１項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人につ

いて正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、１０万

円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限

は、その発付の日から１０日以内とする。 

 附則第１４項中「第２７条第１項第４号」を「第２９条第１項第４号」に改め

る。 
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   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 
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 （提案理由） 

 国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額

に係る税率等の改定を行うとともに、納税管理人に関する規定その他所要の規定の

整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
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議案第１８号 

 

   東広島市乳幼児等医療費支給条例の一部改正について 

 

 東広島市乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市乳幼児等医療費支給条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市乳幼児等医療費支給条例（昭和４９年東広島市条例第１３６号）の一部

を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   東広島市こども医療費支給条例 

 第１条、第２条第１項第１号及び第３号並びに第２項並びに第３条中「乳幼児

等」を「こども」に改める。 

 第３条の２を削る。 

 第４条第１項中「乳幼児等医療費」を「こども医療費」に改め、同条第２項中「

乳幼児等医療費受給者証」を「こども医療費受給者証」に改める。 

 第５条第１項中「乳幼児等医療費」を「こども医療費」に、「乳幼児等の」を「

こどもの」に改め、「（満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にある者の疾病又は負傷については、入院

及びその療養に伴う世話その他の看護に係るこれらの法律の規定による医療に関す

る給付が行われた場合に限る。）」を削る。 

 第６条第１項中「は、乳幼児等」を「は、こども」に改め、同項ただし書中「乳 

幼児等」を「こども」に、「処方せん」を「処方箋」に改め、同条第２項及び第３ 

項中「乳幼児等」を「こども」に改める。 

第７条中「乳幼児等医療費」を「こども医療費」に改める。 
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第８条の見出し中「乳幼児等医療費」を「こども医療費」に改め、同条中「乳幼 

児等の」を「こどもの」に、「乳幼児等医療費支給額」を「こども医療費支給額」

に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市長は、偽りその他不正の手段によりこども医療費の支給を受けた者があると 

きは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 

 第９条中「乳幼児等医療費」を「こども医療費」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、第６条第１項ただし

書の改正規定（「処方せん」を「処方箋」に改める部分に限る。）及び附則第４

項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の東広島市こども医療費支給条例（以下「新条例」という。）の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の受給資格の認定につ

いて適用し、施行日前の受給資格の認定については、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定は、施行日以後に行われる医療、指定訪問看護又は施術に係るこ

ども医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療、指定訪問看護又は

施術に係る乳幼児等医療費の給付については、なお従前の例による。 

４ 施行日において出生の日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者に係る新条例第４条第１項に規定する受給資格の認定及び同条第２

項の規定によるこども医療費受給者証の交付並びにこれらに関し必要な手続その

他の行為は、施行日前においても行うことができる。 

５ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第４条第２項の規定により交

付されている乳幼児等医療費受給者証は、新条例第４条第２項の規定により交付

されたこども医療費受給者証とみなす。 

（東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例の一部改正） 

６ 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例（平成２７年東広島市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１及び別表第２の２の表中「東広島市乳幼児等医療費支給条例」を「東
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広島市こども医療費支給条例」に改める。 
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 （提案理由） 

 乳幼児等に係る医療費の負担を軽減することを目的として、通院に係る乳幼児等

医療費の支給対象となる乳幼児等の範囲を拡大し、受給資格者の要件に係る所得制

限を廃止するとともに、乳幼児等医療費からこども医療費への名称の変更その他所

要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

 務に関し、条例を制定することができる。 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号） 

第９条  

２ 地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会

保障、地方税（－略－）又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定め

るものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的

に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

－略－ 

第１９条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提

供をしてはならない。 

 (11) 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の

他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供する

とき。 

 



 

‐５１‐ 

議案第１９号 

 

   東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

   基準を定める条例の一部改正について 

 

 東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德 

 

   東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

   基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年東広島市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示

するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信

されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放

送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければ」に改

める。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条（見出しを含む。）の改

正規定は、令和６年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正に伴い、重要事

項の掲示等及び電磁的方法による書面等の交付等に係る基準の見直しを行うため、

この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

第３４条  

２ 特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の

運営に関する基準に従い、特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育

又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含

む。－略－）を提供しなければならない。 

第４６条  

２ 特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に

関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
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議案第２０号 

 

   東広島市企業立地促進条例及び東広島市産業集積促進条例の一部改正 

について 

 

 東広島市企業立地促進条例及び東広島市産業集積促進条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市企業立地促進条例及び東広島市産業集積促進条例の一部を改 

正する条例 

 

 （東広島市企業立地促進条例の一部改正） 

第１条 東広島市企業立地促進条例（昭和５８年東広島市条例第２１号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第２項中「指定の決定を行う」を「指定する」に改め、同条に次の１項 

を加える。 

３ 市長は、前項の規定による指定をするときは、必要と認める条件を付けるこ

とができる。 

 第７条第１項中「により指定の決定」を「による指定」に改める。 

第９条中「決定」の右に「の全部又は一部」を加え、同条中第３号を第５号と

し、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 第６条第３項の規定により付された条件に違反したとき。 

(4) 正当な理由なく、指定に係る工場等の操業を開始することなく当該指定

を受けた日から起算して５年を経過したとき。 

附則第２項中「平成３６年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改め

る。 
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附則第３項を次のように改める。 

３ この条例の失効前に第６条第２項の規定により指定事業者として市長の指定

を受けた事業者（第８条第１項に規定する指定事業者の事業を承継する者を含

む。）については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

（東広島市産業集積促進条例の一部改正） 

第２条 東広島市産業集積促進条例（平成２９年東広島市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

第６条に次の１項を加える。 

３ 市長は、前項の規定による指定をするときは、当該助成措置の目的の達成に

必要な限度において、条件を付することができる。 

第９条中「いう。）」の右に「の全部又は一部」を加え、同条中第３号を第５

号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 第６条第３項の規定により付された条件に違反したとき。 

(4) 正当な理由なく、指定に係る工場等の操業を開始することなく当該指定

を受けた日から起算して５年を経過したとき。 

附則第２項中「平成３６年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改め

る。 

附則第３項を次のように改める。 

３ この条例の失効前に第６条第２項の規定により指定事業者として市長の指定

を受けた事業者（第８条第１項に規定する指定事業者の事業を承継する者を含

む。）については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日

後も、なおその効力を有する。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中東広島市企業立地促進

条例第６条に１項を加える改正規定並びに第９条の改正規定及び同条中第３号を

第５号とし、第２号の次に２号を加える改正規定並びに第２条中東広島市産業集

積促進条例第６条に１項を加える改正規定並びに第９条の改正規定及び同条中第

３号を第５号とし、第２号の次に２号を加える改正規定は、令和６年４月１日か

ら施行する。 
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２ 第１条の規定による改正後の東広島市企業立地促進条例（以下「新企業立地条

例」という。）の規定及び第２条の規定による改正後の東広島市産業集積促進条

例（以下「新産業集積条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後にさ

れる新企業立地条例第６条第１項の規定及び新産業集積条例第６条第１項の規定

による申請に係る指定について適用し、同日前にされた第１条の規定による改正

前の東広島市企業立地促進条例第６条第１項の規定及び第２条の規定による改正

前の東広島市産業集積促進条例第６条第１項の規定による申請に係る指定につい

ては、なお従前の例による。 

  



 

‐５６‐ 

 （提案理由） 

 本市の産業の継続的な発展に資することを目的として、東広島市企業立地促進条

例及び東広島市産業集積促進条例の有効期限を延長するとともに、助成措置に係る

指定の申請及び決定並びに指定等の取消しに関する規定その他所要の規定の整備を

行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 
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議案第２１号 

 

   東広島市漁港管理条例の一部改正について 

 

 東広島市漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市漁港管理条例（平成１６年東広島市条例第６８号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

 第９条中「第１１条第１項」を「第１３条第１項」に改める。 

 第１０条第１項中「掲げる」の右に「使用をしようとする」を加え、同項第１号

中「（法第３９条第５項の規定により指定した区域内に存する施設に限る。）」を

削り、「を使用しようとする者」を「の目的に従う使用」に改め、同項第２号中「

を当該施設」を「の当該施設」に、「に使用しようとする者」を「のための使用（

次号に規定する使用を除く。）」に改め、同項に次の１号を加える。 

 (3) プレジャーボート（漁船法（昭和２５年法律第１７８号）第２条第１項に規

定する漁船、旅客定期航路事業に使用する船舶その他規則で定める業務用船舶、

国又は地方公共団体の所有する船舶、ろかいのみをもって運転する舟その他市

長が指定したもの以外の船舶をいう。以下同じ。）の係留を目的とする次に掲

げる管理漁港施設（以下「プレジャーボート用泊地」という。）の使用 

  ア 小型船舶用泊地等（次条第１項の規定により指定された同項に規定する小

型船舶用泊地及びこれへのプレジャーボートの係留の用に供する工作物を

設置することとなる当該小型船舶用泊地に接する岸壁、物揚場、防波堤その

他の漁港施設をいう。以下同じ。） 
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  イ 暫定係留区域等（第１２条第１項の規定により指定された同項に規定する

暫定係留区域及びこれへのプレジャーボートの係留の用に供する工作物を

設置することとなる当該暫定係留区域に接する岸壁、物揚場、防波堤その他

の漁港施設をいう。以下同じ。） 

 第１０条第３項中「１年」の右に「（プレジャーボート用泊地の使用にあっては、

５年）」を加える。 

 第２０条を第２２条とする。 

 第１９条第１号中「第１１条第１項」を「第１３条第１項」に改め、同条第２号

中「第１６条又は第１７条」を「第１８条又は第１９条」に改め、同条を第２１条

とする。 

 第１８条を第２０条とする。 

 第１７条中「第１１条第１項」を「第１３条第１項」に改め、同条を第１９条と

する。 

 第１６条第１号中「第１１条第１項」を「第１３条第１項」に改め、同条第２号

中「第１１条第２項」を「第１３条第２項」に改め、同条第３号中「第１１条第１

項」を「第１３条第１項」に改め、同条を第１８条とする。 

 第１５条第１項中「又は漁港区域内水域等の占用」を「若しくは漁港区域内水域

等の占用」に改め、「除く。）」の右に「又は法第４３条第４項に規定する認定計

画実施者（法第４４条第１項に規定する認定計画において法第４２条第２項第２号

及び第３号に掲げる事項（水面又は土地の占用に係るものに限る。）又は法第５０

条第１項各号に掲げる事項を定めた者に限る。）」を加え、同条を第１７条とする。 

 第１４条を第１６条とし、第１３条を第１５条とする。 

 第１２条第１項中「第１０条第１項第１号の管理漁港施設に限る。）を使用する

者又は管理漁港施設を占用する者は、別表第１」を「プレジャーボート用泊地を除

く。）の使用（総トン数５トン以上の船舶の係留のための使用に限る。）をする者

にあっては別表第１の１(1)の表」に、「算定した管理漁港施設使用料又は管理漁港

施設占用料（以下「使用料等」という。）」を「、プレジャーボート用泊地の使用

をする者にあっては別表第１の１(2)の表に定めるところにより算定した管理漁港

施設使用料」に改め、同条第２項中「使用料等」を「管理漁港施設使用料又は管理

漁港施設占用料（以下「使用料等」という。）」に改め、同項を同条第３項とし、
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同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 管理漁港施設を占用する者は、別表第１の２の表に定めるところにより算定し

た管理漁港施設占用料を納付しなければならない。 

第１２条を第１４条とし、第１１条を第１３条とし、第１０条の次に次の２条を

加える。 

 （小型船舶用泊地の指定） 

第１１条 市長は、漁港の区域の目的又は用途を妨げないと認められる範囲内にお

いて、プレジャーボートを係留させるための区域（以下「小型船舶用泊地」とい

う。）を指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により小型船舶用泊地を指定したときは、これを告示する

ものとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、小型船舶用泊地を変更し、又はその指定

を解除することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の規定により小型船舶用泊地を変更し、又はその指定を

解除する場合について準用する。 

 （暫定係留区域の指定） 

第１２条 市長は、船舶の航行の安全等の確保及び周辺の生活環境等の保全に支障

を及ぼさないと認められる範囲内において、プレジャーボートを暫定的に係留さ

せるための区域（以下「暫定係留区域」という。）を指定することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、暫定係留区域を変更し、又はその指定を

解除することができる。 

３ 前条第２項の規定は、前２項の規定により暫定係留区域を指定し、又は変更し、

若しくはその指定を解除する場合について準用する。 

 附則第２項中「、第１２条の規定にかかわらず」を削る。 

 附則に次の１項を加える。 

 （プレジャーボート用泊地の使用に係る管理漁港施設使用料の徴収の特例） 

８ 第１４条第１項の規定にかかわらず、プレジャーボート用泊地の使用に係る管

理漁港施設使用料は、令和７年３月３１日までの間は、これを徴収しないものと

する。 

 別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第１４条関係） 

１ 管理漁港施設使用料 

 (1) 管理漁港施設をその目的に従い使用する場合 

区 分 単  位 金 額 

岸壁 

物揚場 

浮桟橋 

係留１回３時間までごとに総トン数１トンにつき ２円９銭 

備考 船舶の総トン数５トンを超えるトン数に１トン未満の端数があるとき

は、その端数は、１トンとして計算する。 

(2) 管理漁港施設をプレジャーボートの係留のために使用する場合 

区 分 単  位 金 額 

小型船舶用泊地等 １隻当たり船舶の長さ１メートル１月につ

き 

３００円 

暫定係留区域等 １隻当たり船舶の長さ１メートル１月につ

き 

３００円 

備考 

   １ この表において「船舶の長さ」とは、次に掲げる長さの合計をいう。 

    (1) 係留するプレジャーボートの船舶の長さ 

    (2) プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ 

    (3) プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ 

   ２ 船舶の長さに１メートルに満たない端数があるときは、その端数を１メ

ートルとして計算する。 

   ３ 使用期間が１月に満たないとき、又は使用期間に１月に満たない端数が

あるときは、当該１月に満たない使用期間又は当該１月に満たない端数の

期間を１月として計算する。 

２ 管理漁港施設占用料                           

区    分 単  位 金 額 

漁港施設

用地 

漁港関連

施設用地 

法第３条第２号ニからルまでに掲

げる施設（漁具干場及び野積場を

除く。）又は漁港関連施設として

使用する目的で占用する場合 

１平方メート

ルにつき１年 

３８０円 

電柱、標柱その他これらに類する

ものを設置する場合 

１本につき１

年 

１,５００円 

地下埋設物を 

設置する場合 

外径が０.５メー

トル未満のもの 

１メートルに

つき１年 

２３０円 
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  外径が０.５メー

トル以上１メート

ル未満のもの 

１メートルに

つき１年 

５８０円 

その他のもの １平方メート

ルにつき１年 

３８０円 

架空工作物を設置する場合 １平方メート

ルにつき１年 

５００円 

仮設工作物を設置し、又は工事用 

資材置場として使用する目的で占

用する場合 

１平方メート 

ルにつき１月 

７５円 

  備考 

   １ 管理漁港施設占用料の額の算定の基礎となる占用期間は、暦に従い年又

は月により計算する。 

   ２ 管理漁港施設占用料の額が年額で定められている場合に、その占用期間

が１年未満であるとき、又は１年未満の端数の期間があるときは、月割計

算する。この場合において、当該期間に１月未満の端数があるときは、そ

の端数の期間を１月として計算する。 

   ３ 管理漁港施設占用料の額が月額で定められている場合に、その占用期間

が１月未満であるとき、又は１月未満の端数の期間があるときは、日割計

算する。 

別表第２中「第１５条関係」を「第１７条関係」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 漁港における放置艇をその所有者等に適正に管理させることを目的として、新た

にプレジャーボートを係留することができる区域等及び係留に係る使用料を定める

とともに、漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）の一部改正に伴い、所要

の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第２２号 

 

   東広島市安芸津港港湾施設管理条例の一部改正について 

 

 東広島市安芸津港港湾施設管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市安芸津港港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市安芸津港港湾施設管理条例（平成２０年東広島市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項中「この条例で」を「この条例において」に、「同法」を「法」に

改め、同条に次の１項を加える。 

３ この条例において「プレジャーボート」とは、船舶のうち、次に掲げるもの以

外のものをいう。 

 (1) 漁船法（昭和２５年法律第１７８号）第２条第１項に規定する漁船 

 (2) 旅客定期航路事業に使用する船舶その他規則で定める業務用船舶 

 (3) 国又は地方公共団体の所有する船舶 

 (4) ろかいのみをもって運転する舟 

 (5) 前各号に定めるもののほか、市長が指定したもの 

 第３条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（使用の許可）」を付し、同

条第４項中「第１項」を「第３項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第３項中

「第１項」を「第３項」に改め、「１年」の右に「（電柱、公衆電話、水道管、ガ

ス管その他これらに類する物件を設置するために港湾施設を使用する場合及びプレ

ジャーボートを係留するために使用する場合にあっては、５年）」を加え、同項を

同条第５項とし、同条第２項を同条第４項とし、同条第１項中「港湾施設を使用し

よう」を「前２項の規定による使用をしよう」に改め、同項を同条第３項とし、同
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条に第１項及び第２項として次の２項を加える。 

  港湾施設は、その目的に従い、これを使用することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、港湾施設は、その目的又は用途を妨げない限度にお

いて、当該港湾施設の目的以外の目的又は用途以外の用途に使用することができ

る。ただし、プレジャーボートの係留を目的とする使用にあっては、次に掲げる

港湾施設を使用する場合に限る。 

 (1) 小型船舶用泊地等（次条第１項の規定により指定された同項に規定する小型

船舶用泊地及びこれへのプレジャーボートの係留の用に供する工作物を設置す

ることとなる当該小型船舶用泊地に接する岸壁、物揚場、防波堤その他の港湾

施設をいう。以下同じ。） 

 (2) 暫定係留区域等（第５条第１項の規定により指定された同項に規定する暫定

係留区域及びこれへのプレジャーボートの係留の用に供する工作物を設置する

こととなる当該暫定係留区域に接する岸壁、物揚場、防波堤その他の港湾施設

をいう。以下同じ。） 

 第３条に次の１項を加える。 

７ 第３項の許可を受けた者のうち港湾施設の工事を行う者にあっては、当該許可

に係る工事に着手し、又は当該工事を中止し、若しくは完了したときは、規則で

定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

 第４条を次のように改める。 

 （小型船舶用泊地の指定） 

第４条 市長は、港湾区域の目的又は用途を妨げないと認められる範囲内におい

て、プレジャーボートを係留させるための区域（以下「小型船舶用泊地」とい

う。）を指定することができる。 

２ 市長は、前項の規定により小型船舶用泊地を指定したときは、これを告示する

ものとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、小型船舶用泊地を変更し、又はその指定

を解除することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の規定により小型船舶用泊地を変更し、又はその指定を

解除する場合について準用する。 

 第２７条を第２８条とする。 
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 第２６条中「第３条第１項、第７条本文、第１２条、第１６条本文又は第２１条

本文」を「第３条第３項、第８条本文、第１３条、第１７条本文又は第２２条第１

項本文」に改め、同条を第２７条とし、第２５条を第２６条とする。 

 第２４条第２項第１号中「第３条第１項及び第７条ただし書」を「第３条第３項

及び第８条ただし書」に改め、同項第４号中「その他」を「前３号に定めるものの

ほか、」に改め、同条第３項中「第３条第１項及び第３項、第５条、第１１条、第

１５条、第１９条並びに第２１条」を「第３条第３項及び第５項、第６条、第１２

条、第１６条、第２０条並びに第２２条」に改め、同条を第２５条とする。 

 第２３条を第２４条とし、第２２条を第２３条とする。 

 第２１条第１項中「第１９条第１項」を「第２０条第１項」に改め、同条を第２

２条とする。 

 第２０条を第２１条とする。 

 第１９条第１項中「第３条第１項、第４条第１項又は第７条ただし書」を「第３

条第３項又は第８条ただし書」に改め、同項第４号中「第１１条各号」を「第１２

条各号」に改め、同項第５号及び第６号中「第２３条第１項」を「第２４条第１

項」に改め、同項第７号中「その他」を「前各号に定めるもののほか、」に改め、

同条を第２０条とする。 

 第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とする。 

 第１６条中「第３条第１項及び第４条第１項」を「第３条第３項」に改め、同条

を第１７条とし、第１５条を第１６条とする。 

 第１４条ただし書中「第８条第２項」を「第９条第２項」に改め、同条を第１５

条とする。 

 第１３条中「第３条第１項」を「第３条第３項」に改め、「受けた者」の右に「

（当該港湾施設の目的以外の目的又は用途以外の用途の使用の許可を受けた者にあ

っては、建物以外の港湾施設を使用するものに限り、プレジャーボートの係留使用

をするものを除く。）」を加え、同条後段を削り、同条を第１４条とする。 

 第１２条中「第７条ただし書」を「第８条ただし書」に改め、同条を第１３条と

する。 

 第１１条中「第３条第１項又は第４条第１項」を「第３条第３項」に改め、同条

第５号中「その他」を「前各号に定めるもののほか、」に改め、同条を第１２条と
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する。 

 第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とする。 

 第８条第１項中「第３条第１項又は第４条第１項」を「第３条第３項」に改め、

同項第１号中「第３条第１項の許可に基づく港湾施設の使用」を「当該港湾施設の

目的に従う使用」に改め、同項第２号中「第４条第１項の許可に基づく港湾施設の

使用」を「当該港湾施設の目的以外の目的又は用途以外の用途の使用（次号に規定

する使用を除く。）」に改め、同項に次の１号を加える。 

 (3) 当該港湾施設の目的以外の目的又は用途以外の用途の使用であって、プレジ

ャーボートの係留を目的とする使用（第１４条及び附則第４項において「プレ

ジャーボートの係留使用」という。） 別表第３の規定により算定した額 

 第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条を第７条とする。 

 第５条中「第３条第１項」を「第３条第３項」に、「同条第２項」を「同条第４

項」に改め、「又は前条第１項」を削り、同条を第６条とし、第４条の次に次の１

条を加える。 

 （暫定係留区域の指定） 

第５条 市長は、船舶の航行の安全等の確保及び周辺の生活環境等の保全に支障を

及ぼさないと認められる範囲内において、プレジャーボートを暫定的に係留させ

るための区域（以下「暫定係留区域」という。）を指定することができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、暫定係留区域を変更し、又はその指定を

解除することができる。 

３ 前条第２項の規定は、前２項の規定により暫定係留区域を指定し、又は変更

し、若しくはその指定を解除する場合について準用する。 

 附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

 附則第２項の前に見出しとして「（経過措置）」を付する。 

 附則に次の１項を加える。 

（プレジャーボートの係留使用に係る使用料の徴収の特例） 

４ 第９条第１項の規定にかかわらず、プレジャーボートの係留使用に係る使用料

は、令和７年３月３１日までの間においては、これを徴収しないものとする。 

 別表第１及び別表第２中「第８条関係」を「第９条関係」に改める。 

 別表第２の次に次の１表を加える。 
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別表第３（第９条関係） 

使用施設 
使 用 料 

単  位 金 額 

小型船舶用泊地等 １隻当たり船舶の長さ１メートル１月につき ３００円 

暫定係留区域等 １隻当たり船舶の長さ１メートル１月につき ３００円 

 備考  

１ この表において「船舶の長さ」とは、次に掲げる長さの合計をいう。 

   (1) 係留するプレジャーボートの船舶の長さ 

   (2) プレジャーボートの係留の用に供する桟橋及び渡橋の長さ 

   (3) プレジャーボートの係留に伴い必要となる通船及び物置船の長さ 

  ２ 船舶の長さに１メートルに満たない端数があるときは、その端数を１メー

トルとして計算する。 

  ３ 使用期間が１月に満たないとき、又は使用期間に１月に満たない端数があ

るときは、当該１月に満たない使用期間又は当該１月に満たない端数の期

間を１月として計算する。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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 （提案理由） 

 港湾における放置艇をその所有者等に適正に管理させることを目的として、新た

にプレジャーボートを係留することができる区域等及び係留に係る使用料を定める

とともに、所要の規定の整備を行うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第２３号 

 

   都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部改正    

   について 

 

 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改 

   正する条例 

 

 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例（平成１８年東広島市

条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号ア中「の区域」を「であって、７ヘクタールの範囲内において敷地

相互間の隣接間隔が５０メートル以内に位置する建築物が５０以上連たんする区域

として市長が指定する区域（以下「指定区域」という。）」に改め、同号中イを削

り、ウをイとし、同条第２号中「前号アからウまで」を「前号ア及びイ」に改め、

同条第３号中「及びイ」を削り、同条に次の２項を加える。 

２ 市長は、指定区域を指定するときは、規則で定めるところにより、その旨その

他規則で定める事項を告示するとともに、当該指定に係る区域を表示する図面を

公衆の縦覧に供するものとする。 

３ 前項の規定は、指定区域の変更又は廃止について準用する。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後初めてその区域を指定される指定区域（改正後の第２

条第１項第１号アに規定する指定区域をいう。）の指定の日前に都市計画法（昭
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和４３年法律第１００号）第２９条第１項、第３５条の２第１項、第４２条第１

項ただし書又は第４３条第１項の規定によりされた許可の申請であって、当該指

定の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準について

は、改正後の第２条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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（提案理由） 

 市街化調整区域に係る開発行為等の許可の基準に関する区域を明確にすることを

目的として、当該区域の指定の方法を定めるとともに、所要の規定の整備を行うた

め、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 都市計画法 

第３４条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（－略－）に

ついては、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該

当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める

場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 

 (11) 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化

区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね

５０以上の建築物（－略－）が連たんしている地域のうち、災害の防止その他

の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事務処

理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この

号及び次号において同じ。）の条例で指定する土地の区域内において行う開発

行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の

保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当

しないもの 
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議案第２４号 

 

   東広島市営住宅設置及び管理条例の一部改正について 

 

 東広島市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

   東広島市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

 東広島市営住宅設置及び管理条例（平成９年東広島市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

 別表造賀住宅の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （提案理由） 

 造賀住宅を廃止するため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第２５号 

 

東広島市火災予防条例の一部改正について 

 

東広島市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年２月９日提出 

 

                 東広島市長    垣    德    

 

東広島市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

東広島市火災予防条例（平成１６年東広島市条例第３５号）の一部を次のように

改正する。 

第５９条第１項及び第６２条第１項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

‐７５‐ 

 （提案理由） 

 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）の一部改正に伴い、屋内消火栓設備及

び自動火災報知設備に関する基準について、防火に関する制限の対象の見直しを行

うため、この条例案を提出するものである。 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第２条第２項の事

務に関し、条例を制定することができる。 


